
職 職 ― ５ ２

令和８年３月２３日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１０―４（職員の保健及び安全保持）の運用につい

て」の一部改正について（通知）

「人事院規則１０―４（職員の保健及び安全保持）の運用について（昭和６２

年１２月２５日職福―６９１）」の一部を下記のとおり改正したので、令和８年

４月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、こ

れを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲

げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で

囲んだ部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

第１条関係 第１条関係

（略） （略）



第３条関係 （新設）

この条の「職員の健康の保持増

進及び安全の確保に必要な措置」

には、二以上の省庁が一の場所に

おいて作業を行う場合において、

関係各省各庁の長と協力すること

が含まれる。

第５条及び第６条関係 第５条及び第６条関係

１～４ （略） １～４ （略）

５ 第５条第２項第５号の事務に ５ 第５条第２項第５号の事務又

は、次に掲げるものが含まれ は第６条第２項第５号の事務に

る。 は、それぞれ、職員の健康障害

の原因の調査及び同種の健康障

害の再発防止並びに職員の健康

の保持増進に係る方針の表明並

びに計画の作成、実施、評価及

び改善に関する事務又は職員の

災害の原因の調査及び同種の災

害の再発防止並びに職員の安全

の確保に係る方針の表明並びに

計画の作成、実施、評価及び改

善に関する事務が含まれる。

⑴ 職員の健康障害の原因の調 （新設）

査及び同種の健康障害の再発

防止に関する事務

⑵ 職員の健康の保持増進に係 （新設）



る事務で次に掲げるもの

ア 方針の表明に関する事務

イ 計画の作成、実施、評価

及び改善に関する事務

ウ 二以上の省庁が一の場所

において作業を行う場合の

作業間の連絡及び調整に関

する事務

６ 第６条第２項第５号の事務に （新設）

は、次に掲げるものが含まれ

る。

⑴ 職員の災害の原因の調査及

び同種の災害の再発防止に関

する事務

⑵ 職員の安全の確保に係る事

務で次に掲げるもの

ア 方針の表明に関する事務

イ 計画の作成、実施、評価

及び改善に関する事務

ウ 二以上の省庁が一の場所

において作業を行う場合の

作業間の連絡及び調整に関

する事務

別表第１ 健康管理者及び安全管理 別表第１ 健康管理者及び安全管理

者を指名すべき組織区分 者を指名すべき組織区分

省 庁 組 織 区 分 省 庁 組 織 区 分



（略） （略） （略） （略）

カジノ管理委 事務局 カジノ管理委 事務局

員会 員会

サイバー通信 事務局

情報監理委員

会

（略） （略） （略） （略）

備考 １・２ （略） 備考 １・２ （略）



別表第２ 危害防止主任者に必要な免許、資格等及び危害防止 別表第２ 危害防止主任者に必要な免許、資格等及び危害防止

主任者の行うべき事務 主任者の行うべき事務

規則別表第 免許、資格等 危害防止 規則別表第 免許、資格等 危害防止

１に掲げる に関する １に掲げる に関する

業務 事務 業務 事務

第１号に掲 １～３ （略） （略） 第１号に掲 １～３ （略） （略）

げ る 業 務 ４ 安衛法別表第１８第３５号 げ る 業 務 ４ 安衛法別表第１８第３７号

（ボイラー に規定するボイラー取扱技能講 （ボイラー に規定するボイラー取扱技能講

の取扱いの 習の修了者の資格（規則別表第 の取扱いの 習の修了者の資格（規則別表第

業務） ５第３号の人事院の定めるボイ 業務） ５第３号の人事院の定めるボイ

ラーを取り扱う場合に限る。） ラーを取り扱う場合に限る。）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）



別表第６ 危害のおそれの多い業務 別表第６ 危害のおそれの多い業務

に従事する職員に必要な免許、資 に従事する職員に必要な免許、資

格等 格等

規則別表第５ 免許、資格等 規則別表第５ 免許、資格等

に掲げる業務 に掲げる業務

第１号に掲げ １～３ （略） 第１号に掲げ １～３ （略）

る業務（ボイ ４ 安衛法別表 る業務（ボイ ４ 安衛法別表

ラーの取扱い 第１８第３５ ラーの取扱い 第１８第３７

の業務） 号に規定する の業務） 号に規定する

ボイラー取扱 ボイラー取扱

技能講習の修 技能講習の修

了 者 の 資 格 了 者 の 資 格

（規則別表第 （規則別表第

５第３号の人 ５第３号の人

事院の定める 事院の定める

ボイラーを取 ボイラーを取

り扱う場合に り扱う場合に

限る。） 限る。）

（略） （略） （略） （略）

第８号に掲げ １ 安衛法別表 第８号に掲げ １ 安衛法別表

る 業 務 （ ク 第１８第３４ る 業 務 （ ク 第１８第３６

レーン等の玉 号に規定する レーン等の玉 号に規定する

掛けの業務） 玉掛け技能講 掛けの業務） 玉掛け技能講

習の修了者の 習の修了者の

資格 資格

２ ～ １ ６ ２ ～ １ ６



（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

第１１号に掲 １ 安衛法別表 第１１号に掲 １ 安衛法別表

げる業務（不 第１８第３１ げる業務（不 第１８第３４

整地運搬車の 号に規定する 整地運搬車の 号に規定する

運転の業務） 不整地運搬車 運転の業務） 不整地運搬車

運転技能講習 運転技能講習

の修了者の資 の修了者の資

格 格

２～４ （略） ２～４ （略）

第１２号に掲 １ 安衛則別表 第１２号に掲 １ 安衛法別表

げる業務のう 第６の上欄に げる業務のう 第１８第３１

ち 整 地 ・ 運 掲げる車両系 ち 整 地 ・ 運 号に規定する

搬・積込み用 建設機械（整 搬・積込み用 車両系建設機

機械及び掘削 地・運搬・積 機械及び掘削 械（整地・運

用機械の運転 込み用及び掘 用機械の運転 搬・積込み用

の業務 削用）運転技 の業務 及び掘削用）

能講習の修了 運転技能講習

者の資格 の修了者の資

格

２～８ （略） ２～８ （略）

第１２号に掲 １ 安衛則別表 第１２号に掲 １ 安衛法別表

げる業務のう 第６の上欄に げる業務のう 第１８第３３

ち基礎工事用 掲げる車両系 ち基礎工事用 号に規定する

機械の運転の 建設機械（基 機械の運転の 車両系建設機

業務 礎工事用）運 業務 械（基礎工事



転技能講習の 用）運転技能

修了者の資格 講習の修了者

の資格

２ （略） ２ （略）

第１２号に掲 １ 安衛則別表 第１２号に掲 １ 安衛法別表

げる業務のう 第６の上欄に げる業務のう 第１８第３２

ち備考第６号 掲げる車両系 ち備考第６号 号に規定する

１に定める解 建設機械（解 １に定める解 車両系建設機

体用機械の運 体用）運転技 体用機械の運 械（解体用）

転の業務 能講習の修了 転の業務 運転技能講習

者の資格 の修了者の資

格

２～６ （略） ２～６ （略）

第１２号に掲 １ 安衛則別表 第１２号に掲 １ 安衛法別表

げる業務のう 第６の上欄に げる業務のう 第１８第３２

ち備考第６号 掲げる車両系 ち備考第６号 号に規定する

２に定める解 建設機械（解 ２に定める解 車両系建設機

体用機械の運 体用）運転技 体用機械の運 械（解体用）

転の業務 能講習（平成 転の業務 運転技能講習

２５年７月１ （平成２５年

日以後に開始 ７月１日以後

されたものに に開始された

限る。）の修 も の に 限

了者の資格 る。）の修了

者の資格

２～６ （略） ２～６ （略）



第１３号に掲 安衛法別表第１ 第１３号に掲 安衛法別表第１

げる業務（高 ８第３２号に規 げる業務（高 ８第３５号に規

所作業車の運 定する高所作業 所作業車の運 定する高所作業

転の業務） 車運転技能講習 転の業務） 車運転技能講習

の修了者の資格 の修了者の資格

（略） （略） （略） （略）

以 上


